


 

   参 加 申 込 書   

ウェーブ 電話番号：０７９８－６４－９４９5  

 

 

 

 

 

                 

  

 

 

 

 

■申込日 2021 年  月  日 

名前（ひらがな） 
 

 

電話 
 

年代 20/30/40/50/60/70/(   )代              

住所 1. 西宮市  /  2. 市外（            ） 

参加方法 1. 会場参加  /  2. オンライン参加 

e mail  
アドレス 

 

講師への 
質問 

（任意） 

※すべての質問にお答えできない場合があります。 

 

 

託児 無  /  有 （対象は 1 歳～就学前） ※有の場合は、以下に子どもの名前と年齢も 

お子さんの
名前 

（ひらがな） 

 年齢 
 

 
      歳     カ月 

お子さんの
名前 

（ひらがな） 

 年齢 
 

 
     歳     カ月 

託児の 
注意事項 

★持ち物：着替え、おむつ（替えパンツ）、子どもの飲み物が入った水筒、タオル。 
★おやつ、おもちゃは持参しないでください。 
★当日は、講座 10 分前からお子さんをお預かりいたします。 
★★★託児をキャンセルする場合は、必ず前日までにご連絡ください。 

 

痴漢問題を男尊女卑依存症社会から考える 
～なぜ被害者が責められ、加害者は見過ごされるのか～ 

日時：2021 年 12 月 11 日(土) 14：00～16：00 

会場：西宮市男女共同参画センター ウェーブ 411 学習室 

講師：斉藤章佳（大船榎本クリニック精神保健福祉部長、
精神保健福祉士、社会福祉士） 

  ※オンライン登壇のため、講師は会場には来られません 

■e-mail でお申込みの方は、ウェーブからの返信をもって参加の受諾となります。送信から 3 日を過ぎても返信がない場合は、
ご連絡ください。 

■お申込み時にいただいた個人情報は、本講座運営上の目的以外で使用することはありません。 

■新型コロナウイルス感染拡大の状況により、事業を変更・延期・中止とする場合があります。 

■会場参加の方は、当日、マスクの着用・手指の消毒・検温にご協力くださいますよう、お願いします。 

■～気象警報等による講座中止について～ 

西宮市において震度５弱以上の地震が発生した場合及び、午前８時現在気象警報（暴風・大雨・洪水・大雪のいずれか）が

発令又はそれ以降講座開始時間までに発令された場合、講座は中止します。 

午後の開催講座についても西宮市において震度５弱以上の地震が発生した場合及び、講座開始２時間前に気象警報（暴風・

大雨・洪水・大雪のいずれか）が発令中、又はそれ以降講座開始までに発令された場合、講座は中止します。 

注！！ウェーブから個別の連絡はいたしませんので、各自で十分にご注意ください。 

●女性に対する暴力をなくす運動（主 唱：内閣府その他の男女共同参画推進本部構成府省庁）● 
夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を

著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題である。この運動を一つの機会とと

らえ、地方公共団体やその他の関係団体との連携、協力の下、女性の人権の尊重のための意識啓発や教育の充実を図る。 


